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運輸労連の紹介

全国44都道府県に設置

運輸労連 地連・都府県連合会

12単組。→全国単組の地方組織

全国単組

●1968年結成

●トラック運輸を中心にさまざまな輸送分野で働く仲間が集まり、

全国で約400組合、約10.9万人が加盟

●トラック運輸産業では、最大の産業別労働組合

だれもが安心して働ける 職場づくりをめざして
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トラック輸送産業の概況
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国内貨物輸送のトラック

輸送機関別分担率（令和4年度） 輸送トン数の推移

（単位：百万トン）

資料： 国土交通省「自動車輸送統計年報」ほか各種統計
（注）：1. 平成22 年度は、23 年3 月、また23 年度は23 年4 月の北海道運輸局と東北運輸局の数値を除く

2. 営業用トラックについては22 年10 月より、調査方法および集計方法を変更したことに伴い、22 年9 月以前の統計数値の公表値とは、時系列上の連続性が
担保されないため、数値の連続性を図る観点から接続係数を設定の上、算出している

3.令和2 年度以降については、令和2 年4 月より営業用トラックの調査方法および集計方法が変更されたため、令和元年度以前の数値とは時系列上の連続性は
担保されない

4. 合計は輸送機関別の単位未満を四捨五入後に計算したものである
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（単位：百万個）

宅配便取扱個数の推移（S60年度～R５年度）

宅配便の個数は約５０億個

１個当たりの重量を１０㎏と仮定すると
約５０百万トン

トラック全体の貨物輸送量は３７億８１百万トン
（令和５年度）

宅配便がトラック全体の貨物輸送量に対する比率は
約１．３％

（注１）平成１９年度からゆうパック（日本郵便㈱）の実績が調査の
対象となっている。

（注２）日本郵便㈱については、航空等利用運送事業に係る宅配便も
含めトラック運送として集計している。

（注３）「ゆうパケット」は平成28年9月まではメール便として、10月
からは宅配便として集計している。

（注４）佐川急便(株)においては決算期の変更があったため、
平成29年度は平成29年3月21日～平成30年3月31日(376日分)
で集計している。
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トラック運送業の働き方をめぐる現状

①労働時間 全職業平均より約２割長い

(時間） (万円）

(倍）

②年間賃金 全産業平均より５％～１５％低い

③人手不足 全職業平均より約２倍高い ④年齢構成 全産業平均より中年層の割合が高い

資料：国土交通省
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自動車運転者を使用する事業場に対する監督指導、送検等の状況（令和5年）

資料：厚生労働省

監督指導の状況

⑴業種ごとの監督実施事業場数、同法令違反の事業場数及び主な違反
事項は、次のとおりであった。

※表中の（）内は、監督実施事業場数に対する違反率。以下同じ。

（注１）「その他」欄は、トラック、バス及びハイヤー・タクシー以外の
業種で自動車運転者を使用する事業場（例：自社で製造した製品を運搬す
るトラック運転者を使用する製造業の事業場、建設現場で使用する資材等
を運搬するトラック運転者を使用する建設業の事業場など）。以下同じ。

（注２）違反事項が２つ以上ある場合は、各々に計上しているので、各違
反事項の件数の合計と違反事業場数とは一致しない。以下同じ。

⑵業種ごとの改善基準告示違反事業場数及び主な違反事項
は、次のとおりであった。

（注）総拘束時間：１か月又は１週当たりの拘束時間、最大拘束時間：
１日当たりの拘束時間、休息期間：勤務と次の勤務の間の時間、最大運
転時間：１日及び１週当たりの運転時間、連続運転時間：１回当たりの
運転時間
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脳・心臓疾患の労働災害補償状況（2023年度）

〇厚生労働省が取りまとめた、過重な仕事が原因で発症した脳・心臓疾患の状況によると、
「業務上疾病」と認定し労災保険給付を決定した支給決定件数は、
業種別では「運輸業、郵便業」が3分の１を占め、このうち「道路貨物運送業」が66件と最多

支給決定件数の業種別構成比支給決定件数の業種別構成比

※ < >内は死亡の件数で、内数である。
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トラック運送事業法令の見直し （規制緩和）
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トラック運送事業者の現況

資料：国土交通省 （注）：退出事業者数には、合併・譲渡により消滅した企業を含む。

資料：国土交通省
（注）：1. 各項目の構成比については、四捨五入しているため、合計と一致しない

2. 各表の特別積合せの計数は、一般の外数として計上している
3. 一般には霊柩を兼業している事業者を含む。 霊柩の事業者は専業者のみ
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トラックドライバーの働き方改革と
「物流の2024年問題」
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自動車運送事業における時間外労働規制の見直し

2018年６月改正の「働き方改革関連法」に基づき、自動車の運転業務の時間外労働についても、
法施行（2019年４月）の５年後（2024年４月）より、年960時間（休日労働含まず）の上限規
制が適用された。併せて、厚生労働省がトラックドライバーの拘束時間を定めた「改善基準告
示」（貨物自動車運送事業法に基づく行政処分の対象）により、拘束時間等が強化された。

2024年4月～～2024年3月末

年960時間なし
時間外労働の上限
（労働基準法）

【１日あたり】
・原則13時間以内、最大15時間以内。
・宿泊を伴う長距離運行は週２回まで16時間

※14時間超は１週間２回以内

【１ヶ月あたり】
原則、年3,300時間、284時間以内。ただし、

労使協定により、年3,400時間を超えない
範囲内で、310時間まで延長可。

【１日あたり】
原則13時間以内、最大16時間以内
※15時間超は１週間２回以内

【１ヶ月あたり】
原則、293時間以内。ただし、労使協定に

より、年3,516時間を超えない範囲内で、
320時間まで延長可。

拘束時間
（労働時間＋休憩時間）

（改善基準告示）

主な改正内容
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営業用トラック運転者の需給の将来予測結果

働き方改革による影響

2030年度2025年度2020年度

1,184,393人1,157,763人1,053,365人需要量

970,307人1,012,147人1,006,759人供給量

△214,086人△145,616人△46,606人不足
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運輸労連「2030年度に向けた政府の中長期計画」の進捗状況と今後の対応
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○物流の「2024年問題」については、2023年６月に関係閣僚会議で決定された「政策
パッケージ」に基づく官民での取組の成果等により、現時点では、懸念された物流の深刻な
停滞は起きていない。

○2030年度に見込まれる34％の輸送力不足(施策なしケース)を補うことを目指し、
2024年２月に関係閣僚会議で決定された「中長期計画」を踏まえた施策を着実に推進
するとともに、「中長期計画」の見直しを反映した2026～2030年度の次期「総合物流施
策大綱」の策定に向けた検討を開始。
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この間の国の取り組み
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物流革新に向けた政府の取り組み

3月 「我が国の物流の革新に関する関係閣僚会議」を設置
6月 関係閣僚会議において「物流革新に向けた政策パッケージ」を策定
9月 岸田総理と中小トラック事業者等との「車座対話」を実施
10月 関係閣僚会議において「物流革新緊急パッケージ」を策定
11月 政府において総合経済対策・補正予算案を決定
2月 政府において改正物流法案の閣議決定、国会提出

関係閣僚会議において「2030年度に向けた政府の中長期計画」を策定
「物流革新・賃上げに関する意見交換会」を開催

5月 改正物流法公布

我が国の物流の革新に関する関係閣僚会議（2023.3.31） 岸田総理と中小トラック事業者等との車座対話（2023.9.28） 物流革新・賃上げに関する意見交換会（2024.2.16）

2023年

2024年
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「物流革新に向けた政策パッケージ」に基づく取り組み

荷主企業、物流事業者、一般消費者が協力して我が国の物流を支えるための環境整備に向けて、
抜本的・総合的な対策を「政策パッケージ」として策定

（1）物流の効率化

【即効性ある設備投資の促進】 【「物流標準化」の推進】

【「物流DX」の推進】 【ダブル連結トラックの導入促進】
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「物流革新に向けた政策パッケージ」に基づく取り組み

（２）商慣行の見直し

（３）荷主・消費者の行動変容

【物流法改正】
（規制的措置の導入）

【トラックGメンによる是正指導】 【「標準的運賃」の周知・徹底】

【再配達削減に向けた取組み】

【「送料無料」表示の見直し】 【物流法改正】（規制的措置の導入）

＜ポイント還元実証事業（昨年10月～）＞
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〇 令和５年７月に発足したトラックＧメンは、これまでに荷主等に対して1,000件超の是正指導を行うなど、
着実に成果を挙げてきている。

〇 他方で、荷待ち時間の削減などにあたり、倉庫業者の取組みは寄託者である発・着荷主の協力が必須であり、
サプライチェーン全体の取引環境を適正化するために倉庫業者からの意見聴取や情報収集も必要な状況。

〇 また、荷主による買いたたきや価格転嫁交渉に応じない事例など、荷主と倉庫業者との間の取引適正化が課題。
〇 このような状況を踏まえ、トラックＧメンの改組及び拡充を行い、荷主等に向けた対策の実効性を更に高める。

概要

＜トラックGメンの改組＞
・現行のトラックGメンについて、物流全体の適正化を図る観点から、
「トラック・物流Gメン」に改組し、倉庫業者からも情報収集

＜体制の拡充＞ 現行162名に、
・国交省の物流担当職員（本省・各地方運輸局等） から29名
・各都道府県のトラック協会が新たに設ける「Gメン調査員」166名を

追加し、総勢360名規模で対応

11月～12月 集中監視月間

参考 ○流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律及び貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律案に対する附帯決議（抄）（衆・国交委）
物流のサプライチェーン全体の取引の適正化に向け、トラックＧメンを物流産業全体の健全化に向けた組織とすること

スケジュール

業務フローのイメージ
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価格交渉・転嫁の状況が芳しくない荷主・元請けに対する指導・助言

〇原材料費やエネルギー費、労務費等が上昇する中、中小企業が価格交渉・価格転嫁できる
環境整備のため、中小企業庁において毎年9月と3月を「価格交渉促進月間」と設定。

〇中小企業の取引状況を正確に把握するため、(１)アンケート調査（回答企業数約4.6万社）と、
(２)下請Gメンによるヒアリング（対象企業数約2,000社）を実施。

〇(１)(２)の結果から、価格交渉又は価格転嫁の状況が芳しくないとされた発注企業に対し、
所管大臣名による指導・助言を実施（物流事業者については国交大臣より実施）

資料：国土交通省
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価格交渉の実施状況の業種別ランキング 【発注企業の業種毎に集計】

価格交渉に応じられていない業種は、交渉の結果である価格転嫁率においても、比較的低い順位にある。

※価格交渉の実施状況に係る回答を点数化し、発注企業の業種毎に平均点を集計。
※2024年９月時点との変化幅と矢印の数の関係
↑：0.1～0.4ポイント 上昇、↑↑：0.5～0.9ポイント 上昇、↑↑↑：1.0ポイント以上 上昇 ※価格交渉が
行われたか、下記の評価方法で回答を点数化し、発注企業の業種別に集計。
（例）家電メーカー（発注者）が、トラック運送業者（受注者）に運送委託するケースは、「電機・ 情報通信機
器」に集計。
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価格転嫁の実施状況の業種別ランキング 【発注企業の業種毎に集計】
トラック運送等が下位にあるなどの全体的な傾向は従前通りだが、トラック運送は約６ポイント上昇。
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価格転嫁の実施状況の業種別ランキング 【受注企業の業種毎に集計】

受注者として、価格転嫁してもらえている業種（上位にある業種）は、発注者としても価格転嫁に応じている傾向。
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物流革新の法制度（第213回通常国会で成立）

荷主・物流事業者間の商慣行を見直し、荷待
ち・荷役時間の削減や積載率の向上等を図る
ため、

・荷主および物流事業者（発荷主、着荷主、
トラック、鉄道、港湾運送、航空運送、倉
庫）は、物流効率化の義務等

・荷主および物流事業者の事業所管大臣は、
指導・助言、調査・公表、勧告・命令の実施

等

物流業界の多重下請構造を是正し、実運送事
業者の適正運賃収受を図るため、

・荷主および物流事業者は、運送契約の締結
に際して、サービス内容・対価等について記
載した書面交付等の義務

・元請事業者は、実運送体制管理簿の作成の
義務

等

１．荷主・物流事業者に対する規制
【物流効率化法】

軽トラック運送業において、安全対策を強化
するため、

・軽トラック事業者は、①法令等の知識を担
保するための管理者選任と講習受講、②国交
大臣への事故報告の義務

・国交省は、軽トラック事業者の事故報告・
安全確保命令の情報公表

等

・物流は国民生活・経済を支える社会インフラ。

・物流産業を魅力ある職場とするため、働き方改革に関する法律が適用される一方、
対策を講じなければ物流の停滞が懸念される「2024年問題」に直面。

・軽トラック運送業において、死亡・重傷事故件数は最近6年で倍増。

２．トラック事業者の取引に関する規制
【トラック法】

３．軽トラック事業者に対する規制
【トラック法】

2024年法律第23号（同年6月、8月、翌年、翌翌年に段階施行）
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貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律（第217回通常国会で成立）
貨物自動車運送事業の適正化のための体制の整備等の推進に関する法律 概要

貨物自動車運送事業法の一部改正

○ ドライバーの担い手不足により、何もしなければ2030年には輸送能力が34％不足
○ 物流は国民生活及び経済活動の基盤であり、エッセンシャルワーカーであるトラックドライバーの経済的社会的地位の向上等に

より、我が国の物流の持続可能性の確保及び国民経済の健全な発展を図るため、トラックドライバーの適切な賃金の確保とトラッ
ク運送業界の質の向上等を目的として、貨物自動車運送事業法を改正するとともに、それを担保するための新法を制定。

１．許可の更新制度の導入

トラック運送事業の許可について、５年ごとの更新制を導入

２．「適正原価」を下回る運賃及び料金の制限

トラック運送事業者は、自ら貨物を運ぶときや、他の事業者
に運送を委託するときは、国土交通大臣が定める「適正原価」
を継続して下回らないことを義務化

（※）貨物利用運送事業者についても同様に規制
（※）適正原価を支払わない荷主については、違反原因行為に該当する

ものとして是正指導を実施
（※）標準的運賃については廃止

３．委託次数の制限

トラック運送事業者及び貨物利用運送事業者は、元請として
運送を引き受ける場合、再委託の回数を二回以内に制限するよ
う努力義務化

４．違法な「白トラ」に係る荷主等の取締り

許可や届出なく有償で運送行為を行うトラック(いわゆる
「白トラ」)の利用を禁止（罰則付）荷主等に対しては是正指
導も実施

１．基本方針の策定

（１）体制の整備

①許可の更新事務及び②事業適正化支援等を適切・効率的に
実施できるよう独立行政法人に委託する等必要な体制を整備

（２）財源の確保等

上記業務の実施に必要な費用を確保できるよう、 ⑴①につい
て更新手数料等によるほか、⑴②について広く社会で支える観
点から財源措置を検討

２．法制上の措置等

政府は基本方針に基づき、必要な法制上の措置等を本法律の
施行後３年以内を目途として講じる

３．物流政策推進会議
政府は、物流に関する施策の総合的かつ集中的な推進を図る

ため、物流政策推進会議を設置
推進会議の下に、連絡調整を行うための関係者会議を設置

貨物自動車運送事業の適正化のための体制の整備等の推進に関す
る法律

担
保
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トラックドライバーの賃金体系整備
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ドライバーの労働時間管理 ①

運輸労連は、賃金体系の整備に向けて、連合総研および労働

政策研究機構（JILPT）からの有識者複数人を加えて、「新た

なモデル賃金の設定」について議論を進め、2015年9月に冊子

「賃金制度の整備に向けて～新たなモデル賃金の構築について

～」を刊行し、取り組みを進めてきました。

時間外労働の上限規制と改善基準告示の改正の適用が2024年

4月からはじまり、業界内でも、長時間労働の是正をはじめ、

歩合給中心から適正な時間管理による給与体系に移行していく

必要性が求められています。
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ドライバーの労働時間管理②

第３ 労働時間等の取り扱い及び賃金制度等に関する基準

・賃金制度等

保障給：歩合給制度が採用されている場合には、労働時間に応じ、固定的給与と併せて通常の賃

金の6割以上の賃金が保障されるように保障給を定めるものとすること。

自動車運転者の労働時間等の改善のための基準について（ 号通達）

1時間当たり保障給 ＝

通常の賃金

算定期間における通常の労働時間

× ０.６
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ドライバーの望ましい賃金制度

賃金の基本的なあり方は、①家族を含めた生活を安定的・将来的に

保障する賃金、②歩合給・変動給比率に対する一定の制限・ルール、③

仕事の熟練・スキルに応じた賃金、となる。

これらは、①基本給（生活給）、②仕事給（歩合給）、③職能資格給

にほぼ対応するものであり、この区分けそのものは一般に行われている

ことである。

問題は、多くの企業において、①本給部分に定昇がないか、あっても

きわめて少額であること、②歩合給の占める割合が高いこと、③技能習

熟に対する評価の仕組みがないこと、である。

したがって、これを改善するには、①基本給部分における適正な定昇

制度の確立、②賃金総額に占める歩合給を含めた変動給比率の上限設定

（例えば60％以下）、③職能資格的な制度の導入、などが必要となろう。

なお、第二の、賃金総額に占める歩合給を含めた変動給比率の上限設定

を例えば60％以下としているが、この場合、これまでの産別の方針、お

よび行政解釈*1を踏まえ、歩合給を含めた変動給のうちの最低保障給を

20％確保する。それにより、賃金の固定部分（基本給+歩合給を含めた

変動給のうちの最低保障給）が60％以上となるようにする。

図表1は賃金項目の整理についてイメージを記したものである。現在

支払われている賃金はおおよそ「基本給+仕事給（歩合給）+時間外」の

ように区分できる。しかし、「仕事給（歩合給）」という変動給は、実

際には「固定部分+変動部分」に分けられる場合が多い。このうちの

「基本給」と「固定部分」の合計（基本給+歩合給を含めた変動給のう

ちの最低保障給）が、安定的な賃金部分とみなすことができる。

この安定的な賃金部分をここでは「基礎給」と呼ぶことにする。上述の

「賃金の固定部分（基本給+歩合給を含めた変動給のうちの最低保障

給）が60％以上となるようにする」というのは、この「基礎給」が60％

以上となるようにするということである。

時間外仕事給（歩合給）基本給

時間外固定部分 変動部分基本給

時間外変動部分基礎給

*1 行政解釈とは、「少なくとも平均賃金の一〇〇分の六〇程度を保障することが妥当と思われ

る」としていること、また「自動車運転者の賃金形態については、交通事故の防止対策の一環

として、交通事故につながりやすい賃金制度を改善する見地から、『歩合給制度が採用されて

いる場合には、労働時間に応じ、固定的給与と併せて通常の賃金の六割以上の賃金が保障され

るような保障給を定めるものとする。』との『改善基準』が示されている」としていることの2

点を指す（厚生労働省労働基準局編『改訂新版 労働基準法 上（労働法コンメンタール3）』

労務行政、2011年、p.373）。

図表1 賃金項目の整理
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